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無
料
法
律
相
談

10
月
１
日
か
ら
始
ま
る
第
46
回

「
法
の
日
」
週
間
を
迎
え
る
に
あ

た
り
、
無
料
法
律
相
談
を
開
催
し

ま
す
。

■
と
き
／
10
月
６
日
�

午
後
１
時
〜
４
時

■
と
こ
ろ

高
知
グ
リ
ー
ン
会
館
２
階

高
知
市
本
町
５
丁
目
６
・
11

■
共
催
機
関
／
高
知
弁
護
士
会
、

高
知
地
方
法
務
局
、
高
知
地
方

裁
判
所
、
高
知
家
庭
裁
判
所

※
お
問
い
合
わ
せ
は

高
知
地
方
裁
判
所
事
務
局
総
務
課

庶
務
係

（
�
８
２
２
・
０
３
４
０
）ま
で

法
務
局
く
ら
し
の
相
談
所

県
民
の
み
な
さ
ん
に
法
務
局
の

業
務
内
容
を
知
っ
て
い
た
だ
き
、

親
し
み
を
持
っ
て
利
用
し
て
い
た

だ
く
た
め
、
県
下
６
カ
所
に
お
い

て
無
料
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

■
と
き
／
９
月
11
日
�

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

■
と
こ
ろ
／
新
京
橋
プ
ラ
ザ

高
知
市
帯
屋
町
１
・
11
・
40

＊
仁
淀
川
町
、
赤
岡
町
、
窪
川
町
、

奈
半
利
町
、
四
万
十
市
で
も
開

設
し
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
相
談
内
容
／
登
記
、
供
託
、
戸

籍
、
国
籍
、
人
権
に
関
す
る
相

談
全
般

※
お
問
い
合
わ
せ
は

高
知
地
方
法
務
局
総
務
課

（
�
８
２
２
・
３
３
３
１
）ま
で

無
料
公
証
相
談

10
月
１
日
〜
７
日
は
公
証
週
間

で
す
。
公
証
制
度
は
、
法
務
大
臣

に
よ
り
任
命
さ
れ
た
公
証
人
が
、

各
種
の
契
約
や
遺
言
な
ど
を
公
正

証
書
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
な
ど

に
よ
り
、
民
事
紛
争
の
予
防
を
図

る
重
要
な
公
的
制
度
で
す
。

契
約
（
遺
言
、
任
意
後
見
、
売

買
、
養
育
料
、
賃
貸
借
な
ど
）
に

つ
い
て
の
公
正
証
書
の
作
成
な
ど

に
関
す
る
無
料
相
談
を
開
催
し
ま

す
。

■
と
き
／
10
月
１
日
�
・
２
日
�

午
前
10
時
〜
正
午

午
後
１
時
〜
４
時

■
と
こ
ろ
／
高
知
合
同
公
証
役
場

高
知
市
本
町
１
・
１
・
３
　
朝

日
生
命
高
知
本
町
ビ
ル
３
階

※
お
問
い
合
わ
せ
は

高
知
合
同
公
証
役
場

（
�
８
２
３
・
８
６
０
１
）ま
で

最
近
の
猛
暑
で
家
族
も
愛
犬
も
夏
バ
テ
気
味
。
早
く
一
雨
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

市
民
か
ら
の
お
便
り

INFORMATIONINFORMATION

※お問い合わせは
　市民課年金係（�８８０－６５５５）
　南国社会保険事務所（�８６４－１１１１）

　保険料の支払いを口座振替にすると、指定した
預金口座から自動的に保険料が引き落とされます
ので、納め忘れがなく便利で安心です。また、今
年の４月から口座振替の「早割制度」が始まり、
お得にもなりました。
�当月末振替にすると毎月40円割引
 通常の口座振替の振替日は翌月末ですが、これ
　を当月末にすると月々の保険料が40円割引にな
　ります(早割制度)。
＊早割制度のお申し込みをされた場合、初回の引
　き落としは原則２カ月分（前月分・当月分）と
　なります。また、その際の保険料の割引は当月
　分からとなりますのでご注意ください。
＜例＞９月中に申し込み(登録)→９月分・10月分
　　　を10月末に振替（割引は１０月分から）。
�口座振替で前納するとさらにお得
 口座振替で前納すると、納付書（現金）で前納
　するより割引額が高く、さらにお得になります。
�お申し込み
　年金手帳または納付書・預（貯）金通帳・通帳の
　お届け印を持って、金融機関や郵便局または南
　国社会保険事務所までお申し込みください。
＊６カ月前納(10月分～翌年３月分)は、10月末日
　の引き落としとなります。そのため、９月中に
　社会保険事務所で登録をする必要がありますの
　で、希望される方はお早めにお申し込みください。

　全額免除または若年者納付猶予制度を申請する
ときに、翌年度以降も引き続き全額免除または若
年者納付猶予を希望する旨を申し出ておくと、翌
年度以降の申請手続きが不要になります。ただし、
次の方はこれまでどおり翌年度も申請手続きが必
要となりますのでご注意ください。

�失業や天災等の理由で特例的に承認を受けた方。
�審査の結果が不承認となった方。
�半額免除または学生納付特例制度の承認を受け
　た方。

 
�第２月曜日は午後７時まで／９月12日�は、県
　下４つの社会保険事務所で年金相談の受付時間
　を午後７時まで延長します。
�第２土曜日は年金相談日／９月10日�は、県下
　４つの社会保険事務所で９：30～16：00まで年
　金相談を行います。お気軽にご利用ください。

休日、時間外の年金相談のお知らせ（９月）
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片山、里改田

と　　き 地　　　　区
と　　き 地　　　　区

 日  曜

奈路、亀岩、上倉、才谷、宍崎、外山、中谷、白木谷、八京
十市（北部）、緑ケ丘、岩村

稲生
久枝（開田を除く）、下島、前浜
下咥内、物部、久枝（開田）
国分、比江、左右山、北小籠

野田口、能間、城陸、榎田町、朝日町、西窪、
新川、稲吉、東崎(西部)

野田口、能間、城陸、榎田町、朝日町、西窪、
新川、稲吉、東崎(西部)

後免町、野田
立田、田村

東山町、幸町、元町、小籠1～2丁目、８区、祈年、小籠住宅
東崎(東部)、日吉町、駅前町、東崎西部改良住宅

領石、植野、久礼田、植田
片山、里改田、浜改田、天行寺、成合

陣山、三畠、上末松、下末松、西山、上廿枝、西島、古市

９／1

7
6
5

3
2

8

13
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9
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14

17

15

16

20
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22

24

21

28
27
26

23

土

金

火
月
土

金
木

水

火
月

木

火

土

木

金

木
浜改田

片山、里改田
浜改田

祈年（たちばな改良住宅を除く）、東崎（東部）、駅前町

奈路、亀岩、領石、植野、上倉、才谷、宍崎、外山、中谷
久礼田、植田

国分、比江、左右山、岩村
十市（北部）、緑ケ丘

８区(たちばな改良住宅・小籠住宅を含む)
北小籠、東山町、幸町、元町 、小籠1～2丁目、
西島、古市
陣山、三畠、上末松、下末松、西山、上廿枝、

白木谷、八京、蒲原団地、蒲原住宅
後免町、東崎西部改良住宅、日吉町、西野田町１丁目
野田（西野田町１丁目を除く）、天行寺

田井、八木、山崎、竹中、関、西野々、住吉野、
伊達野、大埇団地 

稲吉、西窪、新川、東崎(西部)

能間、野田口、朝日町、城陸、榎田町
稲生
下咥内、物部、久枝（開田）
篠原、明見

久枝（開田を除く）、下島、前浜
９／1

6
5

3
2

4

7

12
10
9

8

13
14

15

16

19

17

22

21

20

28

26

24
23

金

金

木

木

水
火

土

木

水

土

月

土

木

笠ノ川、八幡、小蓮、定林寺、滝本、蒲原(団地･住宅を含む)

中島、常通寺島、吉田、江村、岡豊町小篭、三軒屋（長岡小籠）

中島、常通寺島、吉田、江村、岡豊町小篭、三軒屋（長岡小籠）

中島、常通寺島、吉田、江村、岡豊町小篭、三軒屋（長岡小籠）
笠ノ川、八幡、小蓮、定林寺、滝本、蒲原(団地･住宅を含む)

田井、八木、山崎、竹中、関、西野々、住吉野、
大埇団地、篠原、明見、伊達野

十市（南部）、天行寺、成合

10／1

5
4
3

水

火

田村

月
土

水

十市（南部）

領石、植野、久礼田、植田

水

火

10／1

火

月

水

火

火

3 月

月

片山、里改田、浜改田、天行寺

中島、常通寺島、吉田、江村、岡豊町小篭、三軒屋（長岡小籠）

領石、植野、久礼田、植田
片山、里改田、浜改田、天行寺、成合

月

土
金

月

水

立田

十市（南部）、天行寺、成合
田村

月
土

水
火

27

田井、八木、山崎、竹中、関、西野々、住吉野、
大埇団地、篠原、明見、伊達野

土

金

日 曜  地　　　　区地　　　区

９月５日・19日
（第１・３月曜日）

９月６日・20日
（第１・３火曜日）

９月７日・21日
（第１・３水曜日）

９月12日・26日
（第２・４月曜日）

９月13日・27日
（第２・４火曜日）

９月14日・28日
（第２・４水曜日）

10月３日・17日
（第１・３月曜日）

９月１日・15日
（第１・３木曜日）

９月２日・16日
（第１・３金曜日）

９月３日・17日
（第１・３土曜日）

９月８日・22日
（第２・４木曜日）

９月９日・23日
（第２・４金曜日）

９月10日・24日
（第２・４土曜日）

上末松、上廿枝、国分、北小籠、三畠、
下末松、陣山、左右山、西島、西山、比江、
古市、立田、田村（ﾊﾞｲﾊﾟｽ北）、岩村、下咥内

（ﾊﾞｲﾊﾟｽ南）、浜改田、久枝、前浜、下島、田村
物部（下咥内を除く）、野田、後免町、

10月１日・15日
（第１・３土曜日）

植田、植野、亀岩、久礼田、才谷、宍崎、上倉、中谷、
成合、白木谷、外山、奈路、八京、領石、幸町、元町、
三軒屋（長岡小籠）、東山町、小籠１～２丁目、
８区、小籠住宅、篠原（北村ストア横）

植田、植野、亀岩、久礼田、才谷、宍崎、上倉、中谷、
成合、白木谷、外山、奈路、八京、領石、幸町、元町、
三軒屋（長岡小籠）、東山町、小籠１～２丁目、
８区、小籠住宅、篠原（北村ストア横）

植田、植野、亀岩、久礼田、才谷、宍崎、上倉、中谷、
成合、白木谷、外山、奈路、八京、領石、幸町、元町、
三軒屋（長岡小籠）、東山町、小籠１～２丁目、
８区、小籠住宅、篠原（北村ストア横）

稲生、片山、里改田、十市（南部）、田井、八木、
山崎、竹中、関、西野々、住吉野、大埇団地、
篠原（北村ストア横を除く）、明見、伊達野

稲生、片山、里改田、十市（南部）、田井、八木、
山崎、竹中、関、西野々、住吉野、大埇団地、
篠原（北村ストア横を除く）、明見、伊達野

上末松、上廿枝、国分、北小籠、三畠、
下末松、陣山、左右山、西島、西山、比江、
古市、立田、田村（ﾊﾞｲﾊﾟｽ北）、岩村、下咥内

笠ノ川、蒲原、小蓮、常通寺島、定林寺、滝本、
中島、八幡、岡豊町小篭、吉田、江村、祈年、
東崎（東部）、駅前町、日吉町、東崎西部改良住宅

笠ノ川、蒲原、小蓮、常通寺島、定林寺、滝本、
中島、八幡、岡豊町小篭、吉田、江村、祈年、
東崎（東部）、駅前町、日吉町、東崎西部改良住宅

十市（北部）、緑ヶ丘、稲吉、新川、西窪、野田口、
能間、東崎（西部）、城陸、朝日町、榎田町、天行寺

十市（北部）、緑ヶ丘、稲吉、新川、西窪、野田口、
能間、東崎（西部）、城陸、朝日町、榎田町、天行寺

十市（北部）、緑ヶ丘、稲吉、新川、野田口、

９月５日・19日
（第１・３月曜日）天行寺

西窪、能間、城陸、朝日町、榎田町、東崎（西部）
下島、田村（ﾊﾞｲﾊﾟｽ南）、浜改田、久枝、前浜、
物部（下咥内を除く）、野田、後免町

金

※お問い合わせは、
　生活環境課環境係（�８８０－６５５７）まで

笠ノ川、八幡、小蓮、定林寺、滝本、蒲原（団地・住宅を除く）

＊肥料やお米の袋などで中身の確認ができない袋は危険なため、
　回収できません。透明または半透明の袋を使用してください。

�可燃物・プラスチック容器包装類・ペットボトル・ビ
　ン・水銀を含むごみは指定袋で出してください。
＊指定ごみ袋代金はごみ処理手数料です。指定袋に入っ
　ていない上記のごみは収集しません。

■次の点を必ず守ってごみを出してください。

�指定日の午前５時～８時までに出してください。
�お住まいの地区のごみステーションに出してください。
＊地区外のごみステーションには出さないでください。


